
緩和医療と地域連携

2 ｢ な ん で ? ｣ ｢ 分 か る け ど ｣ な し で も 会 話 は で き ま す !

～緩和医療に関する地域連携を深めるために必要な心構え～
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We can talk without using“Why?” and “I see, But…”!

～An Essential Attitude to Enhance Regional Collaboration 
in Palliative Medicine～1-
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がんに対する回や県の取 り組みの中で緩抑家療が重曹視 されるようになった.纏利医療に関

する地域連携 を深めるために必要 な 心構 えとは, ｢Fなんで ?cljや 『分かるけど』な しで会話が

できる住みやすい世の中を作ることはで きる｣ と強 く信 じ適度に思い続ける気持ちである.
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は じ め に

近年,がんに対す る回や県の栂 8,3組みの 中で統

御 ケアが重 要視 され るよ うにな った.日本緩和医

療学会 は,医師 書看護師 ･その他の コメデ ィカル

スタ､ソフが協力 して患者 や家族のために活動す る

ことを目指 し,絹利医学でも緩和ケア学で もな く,

緩和 医療学 という名称を1996年の立ち上げの際

に選択 した 1).纏利ケアと緩和医療は同義語であ

る,2006年 に公布 されたがん対策基本法 2)に基

づ き閣議決定 されたがん対策推進基本計画では,

｢治療の初期段階からの緩和ケアの実施｣が重点

的に取 り組むべき事項 として明記 されてお り 3),

わが県において 2007年の新潟県がん対策推進条

例 4)施行後に策定 された新潟県がん対策推進計

画では,緩和ケアに関する課題への取 り組み とし

て｢緩和ケア提供体制の整備と医療従事者の育成J
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が挙 げ られ てい る 5).当院 では,これ まで も緩和

ケアの実施や地域連携体制の充実 に向 けた活動 が

な され てい たが,国や県の動 きを受 けて 2009年

に綾部 ケア科 が開設 された

身近 な緩和 ケアの話

身体症状 ｡精神症状 ･療 養場所の閣題 は進行が

んに限 った もので はな く,それ らへの対応 は ｢治

療の初期段階 か ら必要 な級 榊 ケア｣ となる,治癒

治療 と統御 ケアとの関係 は,前者の終 ~召射 二極 宵

が開始 され るギア ,チ ェ ンジか ら,医療 の中心 が

徐 々に前 者か ら後者 に移行 してい くシ-ムレス 廿

ケア,両者 が剛 寺に開始 され るパ ラレル ｡ケアと,

時代 とともに変化 してお り 6),終 末期医療 (タ-

ミサル ･ケアやホスピス 書ケ ア)だけでな く日常

生活 の質 を房めるための 支持 医療 (サボ -テ ィ
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図 1 ｢治癒治療｣と ｢緩和ケア｣との関係

図2 県立がんセンタ-新潟病院 ｢緩和ケア科｣

依頼症例分布 (平成 21年 5円-平成 23年 10月 :N-230)

ブ ･ケア)も重要な緩和ケアであるのだが (図 頼 ある｣というメッセ-ジが伝えられ,少なくとも

朱だ多くの医療従事者に理解されていない.がん 医療現場には ｢緩和ケアというものがある｣とい

対策基本法公布後,日本中に ｢緩和ケアは重要で う認識が広まったが,現時点では緩和ケアの正 し



緩和 東棟と地域連携

い理解と適切な実践が求められている.

当柳 ま,当院に入院 ･通院中の患者を対象とし

ているが,2009年の開設後 2年 5か日間の診療依

頼は230例であった (図2).当院が県内各地から

患者が紹介されてくる ｢がん専門病院｣であるこ

ともあり,診療症例は県内に広 く分布 している.

95例 (41.30/a)が死亡退院となっているが,柄

床 ･病棟を持たない当科の関わり方は最期まで併

諺である.そのような状況にある当院が叢も力を

入れるべき緩和ケアはサボ-ティプ ･ケアであ

り,その延長がタ-ミナル ･ケアとなることはあ

るが,当院でホスピス ･ケアは実践できない.主

治医のみでは対応が困難であると依頼を受けた場

合に相談支援センタ- ･緩和ケアチ-ム ･緩和ケ

ア科が介入するが, ｢患者と主治医との良好な関

係を支援すること｣を優先して様々な状況に臨機

応変に対処する姿勢を基本としている,現在,少

ない人員配置で厳 しい環境の中,当院では ｢地域

連携｣に関しては相談支援センタ-が献身的に対

応しているが, ｢療養場所の問題｣に対する当事

者意識が乏しい病院職員が多く,患者 ･家族 ･連

携医療機関に配慮を欠く対応がなされている場面

も少なくない.

心構えの話

医療従事者が出来る範囲で十分な対応をしてい

ても患者 ･家族 ･医療従事者自身の誰かが困って

いるという状況がある.緩和ケアの介入で改啓さ

れる場合もあるが,医療従事者の多くは ｢出来て

いる事も含めて否定された｣と感 じて しま う.医

療従事者の数が少なく過酷な現場では心理 面で以

下のような変化が生 じても不思議 で は ない.1)

みんな一生懸命頑張っている,2)自分は頑張っ

ている,3)自分だけが頑張っている,4)他人は

頑張っていない,5)他人の話は聞かなくとも良

い.実際に,自分の専門分野のエビデンスやガイ

ドラインは尊重することを他人に求めるが,専門

外の分野のエビデンスやガイドラインは軽視する

医療従事者は少なくない.医療従事者の増加が期

待できない現場では益々精神的余裕がなくなり,
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何かを実践 している者と実践 していない者との間

で,前者が後者を ｢やれなければダメだ｣と短め,

後者が前者を ｢やっても意味がない｣と販め,両

者が ｢誰かがやっているのなら自分はやらなくて

も良い｣と他者との関係構築を忌避 し,それぞれ

が消極的に自我の安定を図るようになることも考

えられる.医療従事者の疲弊から医療崩壊がさら

に深刻化することがないような対策が必要であ

る.実際に対策を考える際に,人を噌やすことは

10年単位で考えなければならないが,人と人との

関わり方を良いものにするように医療従事者の心

構えを変えることは年単位で可能と思われる点は

重要である.当然,その変化は緩和医療に関する

地域連携を深めることにもつながる.

1.医師は悪い所を見つけて治すことを生業とし

ているためt川音会話の中でも悪い所を強調する傾

向にあり,そのような場面に遭遇する機会が多い

医師白身は ｢他人に相談すると嫌なことを言われ

るので避けたい｣と考えるようになる.また,医

師に限らず日本の医療従事者は討論に関して体系

的な教育を受けておらず話し合いが感情論に終始

する場合も多い.問題と感情を分けて考えるよう

にすることが必要である.

2.愚者の立場での問題解決に必要なのは,感想

や愚痴ではなく問題解決のための質問や意見であ

る.｢今まではこうだった上 ｢前例がない上 ｢そ

んなことを言われても分から射 1上 ｢なんで ?｣,

｢分かるけど｣等の前向きとは言えない言葉や 一

方的な批判 ･否定につながりやすい言葉を使わな

いようにすることが必要である. ｢なんで ?｣な

しで質問すること,｢分かるけど｣なしで相手と

異なる意見を伝えること,どちらも特別な訓練な

しで可能である.

3.｢医療現場の普通｣ を医療従事者間だけでな

く医療従事者と患者 ･家族との間でも共有するこ

とが必要である, ｢出来ることと出来ないことが

ある｣,｢思った通りにいかない場合や絶対的な正

解がない場合もある上 ｢何でも知っていて何でも
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できる入間はいない｣等の現実認識 を共有 した上

で,誰かが不当に責めたり責められた りしない環

境を作ることが大切である.

4.人や環境が変わるのは当たり前のことである

という認識を持つことが必要である.知 らないと

いう状態は恥でも罪でもないが,知 らないことに

気付かず変わろうとしない態度は恥や罪となり得

る.㍗.ど.ドラッカ-は,｢変化への抵抗の底にある

ものは無知である,未知への不安である.しかし,

変化は機会と見るべきものである.変化を機会と

して捉えたとき,初めて不安は消える,｣と述べて

いる7).無視 ･釦 ､訳 ･攻撃は問題解決につなが

らない.知らないことがあればその内膏を細れば

良く,異質なものがあればその存在を認識すれば

良いのである.出会った瞬間には異質なものを指

定 も否定もでき射 )那,何が異質なのかを理解 し

た後であれば適切に対応することも可能である.

5.｢愚者のために｣という言葉 は ｢少 し 離 れた

ところから｣あるいは ｢卜か ら ｣ 話 し て い る 印 象

を与.見る可能性もあるので ｢患 者 の 立 場 で ｣ と い

う言葉を併せて使 うのが 良 い と 思 わ れ る が , ｢自

分が思 う 『患者のために 』 , 『患 者 の 立 場 で 』｣ が

行動基準になっている医 療 従 事 者 も 存 在 す る の

で,表面的に物事を捉えない よ う に 意 識 す る こ と

が必要である.

6.様々な観点から適切と思われる判断基準とは

無関係に,｢狭い世界での多数派 (あるいは声が

大きい者)の考え｣が普通のこととして罷り通っ

ていることもある医療現場では,医療従事者が確

固たる自身の価値観を持つことが必要である.個

人的には,義 ,心 ･綾 ･体 ･覚悟 ･戦略 ･誠意等

と同じくらいに ｢笑いが好きな感性｣は価値を重

く置 くべ きものと考えている.柔 らかく,緩 く,

裏面目過ぎない姿勢は,医療従事者に限らず何か

を継続 させるために大切である.

少し広い範囲での緩和ケアの話

県内でも各地で開催されている緩和ケア研修会

を通じて多職種の ｢顔の見えるつながり｣が広が

りつつあけ,関係メーリングuス トの登録人数も

増えているが,大規模病院以外の貯宅療薄支援関

係施設,緩和ケア病棟,小 t中規模病院に所属す

る医療従事者の登録数が少ないという問題や,登

録人数の増加に伴い発言数が減少しているという

問題がある,前述 した心構えを医療従事者が空気

のように共有することが出来れば,緩和医療の現

場に限らず,前向きに関わろうとする入間と前向

きに交わされる言葉が増えていくのではないかと

考えている.

お わ り に

緩和医療に関する地域連携を深めるために必要

な心構えとは,｢『なんで ?』や 『分かるけど』な

しで会話ができる住みやすい世の中を作ることは

できる｣と強 く倍 じ適度に思い続ける気持ちであ

る.大切なのは ｢相手に対する思いやり｣である.
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